
令和５年８月 23 日庁議資料 

 子 ど も 家 庭 部 

 

未就園児の定期的な預かりモデル事業の実施施設の追加について 
 

１ 概要 

令和５年７月より、春日臨時保育所において、未就園児の定期的な預かりモデル事業を実施してい

るところであるが、春日臨時保育所における申込状況等を踏まえ、１０月より、グループ保育室こう

らくにおいても同様の事業を実施する。 

 

２ 実施施設 

グループ保育室こうらく（文京区後楽１丁目７番７号 後楽幼稚園内） 

 

３ 事業内容 

⑴ 対象児童 

文京区在住の生後４か月から２歳児クラスまでの児童 

（原則として、保育所、幼稚園、認定こども園、認証保育所等を利用していない児童） 

⑵ 定員 

  月 火 水 木 金 合計 

０歳児クラス ５人 ２人 － ５人 － １２人 

１歳児クラス － ２人 ６人 － －   ８人 

２歳児クラス － ２人 － － ６人   ８人 

⑶ 実施期間 

令和５年１０月１日から令和６年３月３１日まで 

（８月３０日午前９時から９月６日午後５時まで利用申込受付、申込多数の場合抽選） 

⑷ 実施日時 

月曜日から金曜日の午前９時から午後５時まで（祝日、年末年始を除く。） 

⑸ 利用形態 

週１回、１回当たり８時間以内での利用（原則として、２か月以上の利用） 

食事の提供は行わないので、各利用家庭に持参していただく。 

⑹ 利用料金 

月額５，０００円 

ただし、以下の児童が利用する場合については、利用料を免除する。 

（ｱ） 生活保護受給世帯の児童 

（ｲ） 住民税非課税世帯の児童 

 

４ スケジュール（予定） 

８月２５日       区報及びＳＮＳによる周知 

８月３０日～９月６日  利用申込受付 

９月１２日       委員会報告 

９月１２日       利用抽選会（申込者多数の場合） 

９月１９日～２９日   利用面談 

１０月１日       預かり事業開始 


